
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

発行日：

株式会社神栄工業

2022年度 環境経営レポート

　（対象期間：2022年 10月～2022年 12月）

2023年2月15日
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１．環境経営の継続的改善を誓約します。

２．環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

３．二酸化炭素排出量の削減を推進します。
　　　　　　　（電力、ガソリン、軽油）

４．廃棄物の削減とリサイクルを推進します。

５．水使用量の削減を推進します。

６．環境に配慮した施工を推進します。

７．環境に配慮した収集運搬を推進します。

　　本方針を全従業員に周知徹底します。　

制定日：
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　　大西　邦彦

　当社は、企業理念である“信頼第一”に基づいて、建設工事の各事業分野において、地球環境の
保全のために、環境負荷の一層の低減を図るべく、全社一丸となって、自主的・積極的に環境への
取組を推進します。

2022年10月1日

Ⅰ．ごあいさつ

　株式会社神栄工業は、平成10年の設立以来、解体工事業を通して地域社会の発展に尽力してまい
りました。全従業員が地球環境の保全の重要性を認識し、環境負荷の低減に努めることにより、美
しい国土の維持、人と環境が共存する社会を目指して取り組んでまいります。

環 境 経 営 方 針
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Ⅱ．組織の概要

（１） 名称及び代表者名
株式会社神栄工業
代表取締役　大西　邦彦

（２） 所在地
本　　　社 〒655-0861　兵庫県神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾312-1

（３） 環境管理責任者及び担当者の氏名と連絡先

責任者 大西　佑一 TEL:078-754-2800

担当者 営業部 大西　宏佑 FAX:078-754-2808

E-Mail：ko.onishi@shinei-ko.co.jp

（４） 事業内容

　　許可番号　兵庫県　第113060号　　許可年月日　令和2年7月14日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　許可期限　　令和7年7月13日　

産業廃棄物収集運搬業（積替・保管を含まない）

　　許可品目　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類(石綿含む)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、

　　　　　　　　ガラス・陶磁器屑(石綿含む)、がれき類(石綿含む)　水銀使用製品産業廃棄物も含む

　　許可番号　兵庫県　第02804101960号　　許可年月日　平成30年4月3日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　許可期限　　令和5年4月2日　

　　許可番号　大阪府　第02700101960号　　許可年月日　令和元年10月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　許可期限　　令和6年10月14日　

（５） 事業の規模

設立

資本金 ２千万円

売上高　　　　　

うち産業廃棄物収集運搬売上高　８百万円　（建設工事と一括請負）

事業所の規模 　

本社

７名

６１㎡

２２３㎡

産業廃棄物収集運搬量　1870ｔ（2021年度実績）

産業廃棄物収集運搬量　1912ｔ（2022年度10月～12月実績）

許可運搬車両 ４ｔアームロール　１台　

３ｔダンプ　２台

１ｔトラック　１台

軽ダンプ　１台
（６） 事業年度 ４月～翌年３月

Ⅲ．認証・登録の対象範囲

登録組織名： 株式会社神栄工業
対象事業所： 本社

対象外： 無し

活動： 解体工事業、産業廃棄物収集運搬業

土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック・鋼構造物、鉄筋、舗装
しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、水道施設、解体

平成10年5月26日

延べ床面積　　　

敷地面積　　　

２.４億円（令和３年度実績）

従業員　　　　　
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代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施

・環境経営レポートの承認

・経営における課題とチャンスの明確化

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境関連法規制等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営計画書を確認

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・緊急事態対応手順のテスト、訓練の指導及び総括

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境活動の実績集計

・環境関連法規制等取りまとめ表の作成、遵守評価の実施

・環境教育訓練計画の作成と実施の管理

・特定された項目の手順書作成  （緊急事態への対応を含む）

部門長 ・自部門における環境経営システムの実施

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の運用管理

・緊急事態対応手順のテスト、訓練を実施、記録の作成

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

工事責任者 ・建設現場における環境経営システムの実施

（現場代理人） ・工事担当者及び協力会社員に対する教育訓練の実施

 ・建設現場の環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・緊急事態対応訓練の実施、記録の作成

・建設現場での問題点の発見、是正、予防措置の実施

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・環境経営レポートの作成、公開（事務所への備付けと地域事務局への送付）

□環境経営システム組織

役割・責任・権限

2

3

（本社）

（対象範囲外）

建設現場工事責任者
　（環境管理担当）

工事担当

協力会社

環境事務局

代表者

社長

環境管理
責任者

事務部門 工事部 収集運搬部 ○○部 ○○支店
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Ⅳ．主な環境負荷の実績

単位
2021年度
基準年度

2022年度 2023年度

kg-CO2 60,080
ｋWh 6,875
L 690
L 21,731
kg 3,531,300
kg 実績不明
kg 3,524,300
kg 7,000
㎥ 67

Ⅴ．環境経営目標及びその実績

（１）中期目標

kg-CO2 60,080 59,479 58,878 58,278 57,677

対基準 △１% △２% △３% △４%

kWh 6,875 6,806 6,738 6,669 6,600

kg-CO2 2,413 2,389 2,365 2,341 2,317

対基準 △１% △２% △３% △４%

L 690 683 676 669 662

kg-CO2 1,601 1,585 1,569 1,553 1,537

対基準 △１% △２% △３% △４%

L 21,731 21,514 21,296 21,079 20,862

kg-CO2 56,066 55,505 54,945 54,384 53,823

対基準 △１% △２% △３% △４%

kg 実績不明 実績把握

対基準

－ 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理 適正管理

％ 96.8% 97.8% 97.8% 97.8% 97.8%

　の向上 対基準 ＋1% ＋1% ＋1% ＋1%

㎥ 67 66 66 65 64

対基準 △１% △２% △３% △４%

件 実績不明 実態調査 目標設定 取組継続 取組継続

対基準
取組開始

件 実績不明 実態調査 目標設定 取組継続 取組継続

対基準 取組開始

特別管理産業廃棄物

計画立案実
行

Ⅴ.環境に配慮した
　施工の推進

項　目

二酸化炭素排出量

2023年度 2024年度 2025年度

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

　電力使用量削減

　ガソリン
　　使用量削減

　産業廃棄物

水道水使用量

　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2021年度
基準年度

2022年度

建設リサイクル率

Ⅲ．水使用量

　　削減

廃棄物排出量

　一般廃棄物

　電力使用量

　ガソリン使用量

    実績値の調整後係数 0.351kg-CO2/kWh を使用。

　軽油使用量

Ⅱ．廃棄物排出量
　一般廃棄物
　　　削減

　産業廃棄物
　　　適正管理

注）電力の二酸化炭素排出量への排出係数は、関西電力（株）2020年度

Ⅵ.環境に配慮した
　収集運搬

※灯油、LPG、化学物質は使用していない

　軽油
　　使用量削減

計画立案実
行

計画立案実
行
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（２）試行運用期間の実績

基準値 目標 実績 達成度 評価

kg-CO2 16,739 16,571 21,552 77% ×

対基準 △１% +28%

kWh 1,735 1,718 1,881 91% ×
kg-CO2 609 603 660

対基準 △１% 8%

L 170 168 589 29% ×
kg-CO2 394 390 1,366

対基準 △１% 246%

L 6,099 6,038 7,568 80% ×

kg-CO2 15,735 15,578 19,525
対基準 △１% 24%

kg 実績不明 実態調査 74 ― ○

対基準

－ 適正管理 適正管理 ○

排出量kg 2,259,660 △１% 1,908,740 118%
％ 96.8% 97.8% 99.2% 101.4% ○

　の向上 対基準 ＋1% +2％

㎥ 11.0 11 11 100% ○

対基準 △１% 100%

件 実績不明 実態調査 6 － ○

対基準

件 実績不明 実態調査 6 － ○

対基準

産業廃棄物適正管理および建設リサイクル率の向上には、
特別管理産業廃棄物は含まない。

注6)

Ⅴ.環境に配慮した
　収集運搬の実施

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

　電力使用量削減

達成度欄にて、削減を目指す場合は、達成度＝目標÷実績×100(％)、増加を目指す
場合は、達成度＝実績÷目標×100(％)

Ⅱ．廃棄物削減

　一般廃棄物
　　　削減

　産業廃棄物
　　　適正管理

建設リサイクル率

　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

2021年
10月～12月

試行運用期間における実績
（2022年10月～12月）

　ガソリン
　　使用量削減

　軽油
　　使用量削減

Ⅲ．水使用量

　　削減

Ⅴ.環境に配慮した
　施工の推進

注1)

注2) 評価欄にて、○：達成（100％以上）、△：やや未達成（95％～100％未満）、×：未
達成（95％未満）

注3) 試行運用期間における建設リサイクル率の実績＝再資源化量（1,892,890㎏）／産業
廃棄物発生量（1,908,740kg）

注4) 環境に配慮した施工とは、騒音、振動、粉じん、道路の汚れ、水の汚れなどを防止
し、廃棄物適正処理・３Ｒに努め、付近住民の生活に配慮した工事を言う。

注5) 環境に配慮した収集運搬とは収集運搬車両の燃費向上、荷こぼれの防止

アイドリングストップの実施徹底、ルートの適正化から評価

5
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Ⅵ．環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の環境経営計画

◎よくできた　○まずまずできた　△あまりできなかった　×全くできなかった
達成状況

（目標未達成）

×

（目標未達成）

夜間用の外灯設置の為、目標未達となった

△

△ サーキュレーター設置は行った。今後も継続していく。

× 消し忘れ等は減っているが夜間用の外灯設置の為、使用量は増。

×

（目標未達成）

△ アイドリングストップは全員が意識して行えている。

× ルートの見直しは行った。今後も意識してルートの選定をする。

△

（目標未達成）

遠方の現場が多かった為目標未達となった

△ アイドリングストップは全員が意識して行えている。

× 空ぶかし禁止の意識を作業員が持つことが出来ている。

△

△ 45L袋の平均重量×月間の個数で計測した。実績把握を行っていく。

△

× あまり意識して取り組めていなかった。注意喚起を行っていく。

○ マニフェスト管理は従業員の意識向上もあり、確りと行えている。

△ 相手先の確認は行えているが、処分場の視察が回れていない。

○

○

（目標達成）

○

× 工事現場には設置していたが、事務所での設置が出来ていない。

○

（実態調査を行った）

○

次年度も、左記取組を継続する。

◎

○

次年度も、左記取組を継続する。

次年度は処分場の視察も行えるように取り組んでいく

継続して混合廃棄物の削減を行いリサイクル率が高いのを維持する

・仮設資材の再利用の推進 仮設資材を修理することで再利用に努めた。
次年度も、左記取組を継続する。

・アイドリングストップの実施徹底 前述したようにアイドリングストップは意識出来つつある。

・ルートの適正化

環境に配慮した収集運搬の実施

印刷前に確認を行う意識は持てているが効果は出ていないと感じる。

・荷こぼれの防止 荷こぼれの防止は徹底できている。今後も継続していく。

・環境に配慮した工法やノウハウな
どを調査し、受注案件への適用検討

及び施工を推進する

・節水の周知徹底 節水の呼びかけにより達成できたが、より徹底をはかる。

各種工事分野の環境配慮工法について調査を開始。
引き続き継続する。可能な限り環境に配慮した施工を実施した。

・清掃時・手洗い時の節水 従業員の意識は向上しつつある。今後も継続していく。

環境に配慮した施工の推進

・節水シールの貼付とポスター掲示

（実態調査を行った）

水使用量の削減

建設リサイクル率の向上 （目標達成）

・分別による最終処分量の削減 コンクリート殻の割合が多く、リサイクル率が高かった。

・窓等の断熱化・遮熱化 断熱材などを置き簡易措置は行っているが、対応は出来ていない。

・移動コースの効率化

・空気圧、オイル等の点検 空気圧、オイル共に点検はこまめに実施できている。今後も継続し
ていく。

軽油使用量の削減

・アイドリングストップ

・重機の空ぶかし禁止

・裏紙の活用

産業廃棄物の適正管理 （目標達成）

・適正なマニフェスト運用

・適正な委託契約

一般廃棄物の削減 （目標達成）

・分別によるリサイクルの推進

・ミスコピーの防止

ガソリン使用量の削減

・アイドリングストップ

二酸化炭素排出量の削減

（下記の通り） （下記の通り）

電力使用量の削減

・空調温度の適正化
（冷房28℃暖房20℃）

空調温度は目安通りに行った。暑い、寒い等の声も多くあったので
温度設定の見直しを行う。

・空気圧、オイル等の点検 空気圧、オイルの点検はこまめに実施できている。今後も継続して
いく。

取り組み計画 評価結果と次年度の環境経営計画

・サーキュレーターの設置

・不要照明の消灯

ガソリン車を1台増車した為未達

6
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Ⅶ．環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。
遵守評価

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

なお、関係当局より違反等の指摘はありません。

ダイオキシン対策
特別措置法

廃棄物焼却炉の改造・解体作業の届出、作業時の安全衛生管理

循環型社会形成
推進基本法

「太陽光発電施設のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二
版)」（環境省　環境再生・資源循環局　リサイクル推進室）による
適正なリサイクル

NOｘ・PM法 ・対策地区内で排気ガス規制に適合した自動車の使用

建設業の再生資源利用省
令

再生資源、建設工事副産物の再利用
再生資源利用計画書、実施記録の作成大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業の実施の届出、作業基準の遵守
特定粉じん排出等作業の結果の発注者への報告義務
石綿の事前調査に関する記録の作成、保存義務

適用される法規制 遵守する事項

廃棄物処理法 収集運搬・処分業者との適正な契約、マニフェストの交付・保存・確
認・交付状況等報告書の提出

消防法 消火設備の定期点検(防火対象物）、事故時の措置届出（通報）、危
険物の届出・点検・基準遵守、指定数量未満の危険物保管の扱い、指
定可燃物の扱い

低騒音・低振動型建設機
械の規程

低騒音・低振動型建設機械の使用の促進

排出ガス対策型建設機械
普及促進規程

低排出ガス対策型建設機械の使用の普及・促進

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 規制対象車両の登録禁止、規制対象車両の指定地域通行禁止

騒音規制法
神戸市公害防止条例

特定建設作業の届出、規制基準の遵守

オフロード法 基準に適合した特定特殊自動車の使用

振動規制法
神戸市公害防止条例

特定建設作業の届出、規制基準の遵守

建設リサイクル法 建築物等の分別解体義務、事前届出
特定建設資材廃棄物の再資源化義務

家電リサイクル法 特定家電4品目の適正な事業者（家電販売店）への引き渡し

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規への違反はありません。

フロン排出抑制法 フロン類使用機器の定期点検と記録、漏洩防止、廃棄時の適切な処
建物解体工事時におけるフロン類使用機器の有無の事前確認と発注者
への書面説明、及び当該書面写しの保存
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Ⅷ．代表者による全体の評価と見直し・指示

見直し要否

否

否

否

否

否

2023年2月15日

代表取締役　　大西　邦彦

項目

環境経営方針

環境経営目標

環境経営計画

実施体制

その他

見直し内容

-

-

-

-

-

　エコアクション21に全社員で取り組んできましたが、徐々にエコへの意識の醸成は出来つつあると感じるが、
足並みが不揃いであると感じます。一部の社員だけが意識して取り組むのではなく、全員が同じ方向を向いて行
う必要性があるので、意見交換の場や、数値結果に対して全員が振り返る場を設ける等工夫が必要であると考え
ます。
　節電や節水、エコドライブへの意識は徐々についていっているが、忙しい時間帯や時期になると疎かになる事
が予想される。そういった時でも当たり前の事として行えるように日々の業務に定着化させることを意識して取
り組む必要があります。
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